
令和８年１０月から

手数料収納窓口を設置します
山口県では、令和8年9月末をもって山口県収入証紙を廃止（販売終了）します。

これに伴い、令和8年10月から、県の手数料を「キャッシュレス納付」又は、

「現金納付」することができる「手数料収納窓口」を設置します。

問い合わせ先 山口県会計管理局会計課
753-8501 山口県山口市滝町1番1号

TEL：083-933-3910 E-mail：a25100@pref.yamaguchi.lg.jp

詳しくはホームページへ

山口県

手数料収納窓口設置場所

①現金及びキャッシュレス納付対応窓口

②キャッシュレス納付対応窓口（現金未対応）

区　分 設　置　機　関（団　体） 窓 口 数

県 出 先 機 関
○山口健康福祉センター、長門健康福祉センター、
　美祢農林水産事務所、下関水産振興局 4

市 町
○市役所・町役場本所 １８箇所（柳井市を除く全市町）
○支所 ６箇所（豊浦・豊北・美東・秋芳・山陽・久賀） 24

警 察 関 係 団 体
○(一社)県自家用自動車協会支部 １１箇所
○地域交通安全協会 １箇所(小串)
○自動車学校 １４校

26

54計

②キャッシュレス対応窓口


